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【第Ⅰ章】

【大熊】皆様，こんにちは。ただいまご紹介頂きました

大熊でございます。これから 3時間，できるだけ私が

知っていることをお伝えできればと思いますので，ど

うぞよろしくお願いいたします。早速，中身に入って

まいります。東南アジア 10 カ国の知財と模倣品対策

に関するご紹介です。

今日お話しする中で，東南アジアとASEANを明確

には区別せずに使ってしまうと思います。そういった

意味を込めて，最初のスライドのタイトルに「東南ア

ジア諸国≒東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国」と

書かせていただきました。東南アジアの国々，すなわ

ち東南アジアという地理的なエリアの中の国々は，凡

そ ASEAN の加盟国ということです。地理的に東南

アジアに属するものの，ASEAN に入っていない国

は，東ティモールというインドネシアから独立した国

くらいです。そういった経済的にごく小さな国が入っ

ていない程度ですので，ASEAN加盟国と東南アジア

諸国はほぼ同じ国々の集合体を示すといえます。その

ため，同じような国々を示すものとして呼んでいま

す。

ASEAN の加盟国は 10 カ国ございまして，一番大

きい国はインドネシアです。人口は 2 億 4,000 万人程

度と，非常に多く，東南アジア，ASEAN全体の人口

の約 4 割を占めます。また，GDP もずば抜けていま

す。国土も広く，インドネシアの東西の長さは，アメ

リカ大陸のそれよりも長い位です。他方，小さい国は

といいますと，人口が一番少ないのはブルネイで，40

万人しかいません。また，面積が小さいのはシンガ

ポールで，東京 23 区ぐらいの大きさしかなく，国のサ

イズや人口規模も随分違います。

経済的な豊かさの点でも異なります。1人当たりの

GDP が一番高いのはシンガポールで 5 万ドル。それ

に次いで，これは天然資源のおかげですけれども，ブ

ルネイの 4万ドルです。こういった豊かな国がある一

方で，ミャンマーやカンボジアは 1 人当たりの GDP

が年間 1,000 ドル未満であり，後発開発途上国と呼ば

れています。このように経済的な格差も大きいものが

ございます。

一般の工員の給料は，例えばシンガポールは非常に

高く 1,200 ドルですから，シンガポールに工場をつく

る場合は，付加価値の高いものでなければ採算が合い

ません。タイですと，2012 年で 280 ドルです。ただ，

これも最低賃金を定める法律が変わっていますので，
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本講演録は，平成27年11月 16日，「東南アジアの知財制度と模倣品対策」と題して，前・日本貿易振興

機構バンコク事務所知的財産部長（東南アジア担当）の大熊靖夫様にご講義頂いた内容を，貿易円滑化対策委

員会委員が抜粋したものである。

東南アジア地域は人口規模が大きく，模倣品についても巨大市場であることが知られている。東南アジアで

は知財制度の法整備が進められているものの，知財法制度の実効性については必ずしも十分な状況ではないと

言われている。東南アジアの知財制度と模倣品対策の実情を本誌において紹介する。特に，東南アジアの概況

やASEANの動き，東南アジア主要各国の知財制度や各種統計，模倣品エンフォースメントの概要についてご

説明頂いた。
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今は 300 ドルを超えるほどです。そのため，例えばタ

イのバンコクの工場を，ヤンゴン，プノンペン，ビエ

ンチャンという後発開発国の都市に移す企業も増えて

います。

ただ，安いからそこに行けばいいのかというと，も

ちろんそこには様々なリスクがあります。それは，政

治的な不安定さもあれば，社会的なインフラの脆弱さ

もあります。例えば停電とか瞬電というような，電気

がちょっと停まってしまうとか，あるいは，道路が整

備されておらず，悪路のために，せっかく物をつくっ

ても，運ぶ途中で壊れてしまうとか，そういうハード

面でのインフラの問題もあります。また法整備や色々

な許認可の遅れといったソフト面でのインフラの問題

もあります。企業の方は，そういったものを総合的に

勘案して，工場をつくったり，物を売りに行ったり，

あるいは特許出願をしたりということを判断されてお

ります。

また，日本から見ますと，どの国も似たような民族

によって構成されているのだろうと思われるかもしれ

ませんが，違っております。まず言葉が違います。彼

らの間でもあまり通じません。ブルネイとマレーシ

ア，インドネシアあたりはお互いにある程度通じ得る

のと，タイとラオスもそこそこ通じますが，それ以外

の国々の間ではまず通じません。話し言葉のみなら

ず，文字も違います。そういった点から，なかなかコ

ミュニケーションが難しい地域です。

さらに宗教ですが，イスラム教，仏教，キリスト教

と，様々です。東南アジアの中でも島嶼部と呼ばれる

南のほう，インドネシアやマレーシアはイスラム教が

強く，大陸部といわれるインドシナ半島，ベトナムや

タイは仏教になります。また，フィリピンはキリスト

教が多数になります。

次に，各国における今後の成長性です。東南アジア

の GDP 規模は，爆発的に増えるといった見通しは無

く，むしろ，安定的な経済成長を遂げると推測されて

います。すなわち，中国やインドのような急激な伸び

ではなく，より緩やかな経済成長を今後も続けていく

との見通しです。

また，東南アジア諸国の人口年齢分布も，全てきれ

いな末広がりの形かといいますと，必ずしもそうでは

ございません。タイについて，学者さんの中には，も

う高齢化社会に入っていると言われる方もいらっしゃ

います。また，ベトナムも，二人っ子政策の影響もあ

りまして，きれいな広がりを見せてはいません。この

ように，人口ボーナスを終えているような，終えつつ

あるような国もございます。すなわち，東南アジアは

全部途上国で人口増加もこれからかというと，必ずし

もそうではございません。

このように，経済面だけではなく，文化面，あるい

は社会体制の面でもさまざまな国が存在する，集まっ

ている地域となります。

日系企業の進出状況を示すひとつの目安として，各

国における日本の商工会議所の会員数を見てみます。

会員数の推移を見ますと，例えばマレーシアとかシン

ガポール，フィリピンなどの主要国は，会員企業数自

体は多いのですが，増減のトレンドは横ばいです。そ

の中で，タイは 2011 年位から会員数が増えています。

これは進出企業そのものの増加もあると思いますが，

洪水やクーデターの影響もあると思われます。と言い

ますのも，現地の日本法人は，必ずしも商工会に入ら

なければならない訳ではなく，会員数は約 1,600社で

すけども，実際の進出企業数は 3千社〜4千社，或い

は，もっとあるとも言われています。そして，現地が

不安定な状況になると，皆さん情報が必要なので，商

工会に入るのです。そのため，会員数がさらに増えた

要因のひとつには，洪水やクーデターがあったこと

で，情報収集の必要性が高まり，商工会に入る会社が

増えたためと思います。

他方で，東南アジアの中でも，やはり新興国への日

系企業の進出はより顕著です。ベトナムやインドネシ

アの会員数は確かに増加傾向ですし，母数こそ小さい

ですが，カンボジアやミャンマーの会員数はこの数年

で何倍にもなっています。先日，ミャンマーの商工会

会員数が 270社を超えたという新聞記事を見ました。

日系企業も後発国に進出していることがわかると思い

ます。

【第Ⅱ章】 次に，東南アジア地域全体の知財をめ

ぐる状況についてご紹介します。

ASEAN 加盟国は 10 カ国ですが，そのうちの 6カ

国（フィリピン，マレーシア，タイ，シンガポール，

インドネシア，ベトナム）のみを経済的な指標で比べ

ることがしばしばあります。その理由は，残り 4カ国

の経済規模が小さいためです。人口が 40 万人しかい

ないブルネイと，後発開発途上国であるカンボジア，

ラオス，ミャンマーです。この 4カ国を除いた「主要」
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な 6カ国だけで分析しているものが多く出てまいりま

すが，これらの国々を「ASEAN6（シックス）」と呼ん

でおります。

グラフに掲載された国々の特許出願件数をみます

と，2013 年，一番多いのがシンガポールで，大体 1万

件程度です。次いで，マレーシア，インドネシア，タ

イが，6 千件〜7千件程度の出願件数です。いずれも，

凡そ国の規模相当の出願件数と思われます。ちなみ

に，先程述べた残り 4カ国は，概ね数十件の出願件数

です。

次に，出願人の国籍別特許出願状況をみますと，日

本をはじめ，先進国からの出願が多くなされていま

す。特にタイでは，日本国籍の出願が多く，出願全体

の 3割以上を占めます。ベトナムでは日本からの出願

の割合が高く，また，欧米国籍の出願も多くなってい

ます。

他方，内国法人の出願もそれなりにはあるのです

が，その中には，多国籍企業の現地法人による出願も

相当程度入っているものと思われます。すなわち，例

えばタイですと，全体の 21％がタイ国籍となっていま

すが，純粋にローカルなタイ企業からの出願はもっと

少ないと思われます。

次に，出願人国籍別意匠・商標出願状況です。意匠

や商標の場合，特許に比べて，自国からの出願が増え

ます。やはり，特許に比べるとローカルな会社からも

出願されています。この傾向は途上国全般にいえるこ

とで，東南アジア諸国も同様の傾向にあります。出願

件数は，意匠ですと 2千から 4千件程度ですが，商標

になるとひと桁増えて 3万から 4万件になります。こ

れも途上国全般に同様の傾向がございまして，特許は

取っても効果が期待できないけど，商標は取っておこ

うと。これは外国の企業も，自国の企業も考えること

で，大体商標のほうがぐっと件数が多くなります。

次に，東南アジア各国における，知的財産法の整備

状況についてご説明します。WTO・TRIPS に東南ア

ジアの各国は皆入っていますし，基本的な法令を有し

ているのは，ある意味当然と言えば当然でます。た

だ，法律はあっても，実態，運用面が整っていない国

が多く見受けられます。例えば，特許出願をしても権

利化までに随分時間がかかるとか，あるいは，代理人

制度が十分に整備されていなくて，なかなかしっかり

した権利化が図れない問題もあります。また，権利化

後，権利行使をしよう，例えば模倣品対策をしようと

しても，警察や税関があまり取り合ってくれないとい

うことも生じます。知財に対するマインドの低さで

す。裁判になっても，あまり大したペナルティーも科

されないことが多く，法制度が整ったからといって，

知財制度に関する問題が凡そ解決するかというと，全

くそうではないのが実状です。

次に，東南アジア各国の現在の条約加盟などへの取

り組みについてご紹介します。様々な条約の中でも，

PCTとマドプロとハーグについて，ASEANの国々は

重点的に加盟しようとしております。2015 年 12月末

にはASEAN経済共同体ができる予定ですが，それま

でに PCTとマドプロにはみんな入ろう，ハーグには

最低 7カ国入ろうと言っています。ただ，現状はまだ

まだです。全ての目標達成は不可能ですので，今後，

引き続きの目標と課題になると思います。

次に，知財情報へのアクセスに関する制度整備の簡

単なご紹介です。先進国であれば，特許庁のホーム

ページから情報がとれる，公報などを見ることができ

ることが，ある意味当たり前なのですが，東南アジア

では，データの欠損などがあり，なかなか難しい。ま

た，判決文の公開についても，もともと裁判をどれだ

け公開するかという，公開が当たり前ではない国も東

南アジアには多々あり，そういった情報がとれない国

がございます。

例えばタイですと，知財国際取引裁判所というのが

あり，私が赴任したころは，裁判所の図書室のような

ところ，閲覧室に行けば，コピー機があって，お金を

払えばコピーができたのですけが，その後，コピー機

が撤去されて，コピーはもうだめだというふうなこと

を言われて，なぜ運用が変わったのかもよく分かりま

せんでした。判決文へのアクセスもあまり明確な決ま

りがなく，その時々で変わるようでした。

職務発明については，東南アジア諸国の規定はほぼ

全て，企業帰属です。一方で，対価の支払いなどには

違いがあります。例えば，タイの場合は，特許法の中

で，知財局の局長が対価の額を決め得るという旨が規

定されていて，実際に，知財局に対して裁定の申し出

もあったと聞いております。ただ，事例はかなり少な

いようです。

次に，東南アジア各国において，特許，意匠，商標

の登録までに平均してどれぐらい時間がかかるか，ま

た，出願から登録までの費用の大まかな見積もりを見

ていきます。
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限られたサンプルチェックの結果ですが，タイが登

録まで時間がかかっていることと，費用で言えばシン

ガポールが高いといえます。なお，シンガポールは非

常に時間が短いのですが，これは，データ取得時はま

だ実体審査をシンガポール特許庁（IPOS）自身で行わ

ず，他国の審査結果を活用していた事情があります。

現在は，IPOS自身が実体審査を行っていることから，

これよりは時間がかかっているかもしれません。

次に，20 年間の特許維持年金を含めた東南アジア各

国の費用についての大まかな見積もりをみていきま

す。インドネシアが高いようで，国によって年金の額

にも開きがあることが分かります。ところで，インド

ネシアは，権利者が権利放棄の請求をしなければ，当

局から未払いの年金を払えと言ってきますけれども，

当局の通知に対しては，対応されていない方が多いと

承知しております。

次に，実用新案ですが，東南アジアの主な国々です

と，シンガポール以外は実用新案あるいは小特許の制

度を有しております。特許に比べると費用も安く，権

利化までの期間も短いのがメリットです。例えば，特

許ですと時間がかかるタイにおいても，実用新案だと

早く権利化されるのです。これは無審査ですからある

意味当然なのですが。尚，インドネシアやマレーシア

はそこそこ期間が長くかかっていますが，これらの

国々は，一応，実体審査を行い，新規性を見るという

ことですので，そういう理由で権利化に要する期間の

長短が生まれています。

次に，意匠については，意匠出願の権利化もタイだ

けが極めて遅いです。他方，シンガポールは無審査で

すから早くなっています。

続いて，商標の権利化までの平均した期間の目安と

費用を見ていきます。シンガポールやマレーシアが他

の東南アジアに比べ比較的費用がかかることと，ベト

ナムにおいて権利化までに時間を要することがわかり

ます。

権利化した特許の質がどうかということもよく尋ね

られるのですが，定量的な指標はございません。た

だ，東南アジアの代理人の資格制度は，資格の範囲も

様々，取得の条件も様々です。そのため，代理人の資

質に注意といいますか，国によってはしっかり管理さ

れていないと思われます。明確な制度がない国もあり

ますし，その国の国民であればいいなどといった国も

あります。このように，代理人の質も開きがあり，不

安は残ります。

もうひとつの不安は，言葉の問題，誤訳のリスクで

す。日本語からタイ語，ベトナム語，インドネシア語，

クメール語へどうやって訳すのかという問題です。日

本語から一旦英語に翻訳する場合もあると思います

が，訳したものの正しさをどうやって確認するのかと

いう問題です。中国でも同じようなことが以前から，

今もございますけれども，翻訳の確認はコストのかか

る作業です。実際に特許権を現地で使おうとして裁判

まで起こしたけれども，意味が通じないというか，ク

レームの解釈がうまくいかないために権利行使でき

ず，誤訳がそのひとつの理由になったケースもありま

す。このように，特に特許の場合は，使える権利を取

得するのが難しい実態がございます。

次に，模倣品・海賊版の話です。自動車・二輪車の

部品（エンジン，ホイール，ブレーキパッド，ベアリ

ング，ステッカー，オイルフィルター等），電気製品

（炊飯器，ラジオ，CD/DVDプレイヤー，電池等），事

務用品（インクカートリッジ，電卓，ペン等），その他

の工業製品（汎用エンジン，ポンプ，冷凍機用潤滑油

等），日用品（Tシャツ，パジャマ，腕時計，鞄，財布，

食品，シャンプー等），化粧品，海賊版 CD/DVD（ゲー

ムソフト，PC ソフト，音楽，映画，アニメ・ドラマ

TV番組等）など，模倣品・海賊版は色々なものが流

通しています。

そこで，このような模倣品・海賊版の問題を権利者

がどれだけ認識しているかをご紹介します。毎年，日

本の特許庁が企業の方に，どういった国や地域で模倣

品の被害に遭っていますかとアンケートを実施してい

ます。

アンケート結果によれば，中国においては，回答者

の 7割ぐらいが「被害を受けました」と回答されてお

り，ひどい国だというふうになるわけです。一方で，

東南アジアの国においては，そんなに被害に遭ってい

る方がいらっしゃらない。欧州や北米における被害率

と比べても低いのです。

片や，BSA というソフトウェア団体が調査した，

PCにインストールされた不正コピー率を見ますと，

中国の 74％に対して，インドネシアは 84％ですし，ベ

トナムも 81％，タイも 71％となっており，同程度の割

合です。

つまり，「被害を受けました」という認識だけをみる

と，東南アジアの国々は，欧州や北米と比べても，随
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分模倣品が少ないという印象を受けます。しかし，こ

れはあくまでも被害を認識している率であって，実際

に市場にどれだけ模倣品が出ているかという実態をあ

らわしているわけではないと考えられます。

私がバンコクにおりましたとき，企業の方からご相

談いただいた話です。ラオスで今度うちの会社の製品

を売ろうと思うが，全く売ったことがない，代理店も

ない。それで，現地へ調べに行ったところ，現地の人

から「いやいや，おたくの商品は，その製品の市場で

既に 7割を占めるトップシェアです」と言われた。確

かに，市場を調べると，その会社のロゴがついた商品

ばかりなのです。ただ，その国ではうちは商売をして

いませんということで，そのような不正商品を今後ど

うやってきれいにしていくかが宿題，課題になりまし

た。そういったことで，認識率と実態とは当然ながら

違うのです。もっとも，認識していなければ，遺失利

益も無い，あるいは少ないとは言えるかもしれませ

ん。被害の実態を調べるのもコストがかかりますの

で，そこは費用対効果の判断になります。

次に，東南アジアに流通する模倣品がどこから来て

いるのか，あるいはどこでつくられているのかという

話ですが，アンケートの結果からは，中国から不正商

品が流れてきているといえます。

そこで，水際の話になります。中国から国境を越え

て流れてくるので，できれば水際でとめたいとなりま

す。中国製模倣品流入のあくまでイメージですが，中

国で生産された模倣品の国内消費は 3 割程度で，

ASEAN域内模倣品の 8割が中国製とも言われていま

す。

税関の制度ですが，東南アジア各国，さまざまでば

らばらです。法令整備の課題もありますが，整備後の

運用・実効性の低さも問題です。実際に機能していな

い国がたくさんあります。また後ほど，各国ごとに制

度をご紹介します。

中国から流れてきているということで，現地の日本

人商工会も，ASEAN当局に対して中国と協議をして

くれというお願いをしています。中国から流れてくる

模倣品について，主体的に対処してくれないかと。

模倣品の流れについて，ASEAN側と中国との間で

話し合うなどして，どうにかしてくれないかというこ

とを，活動しているようなのですけれども，中国で生

産された模倣品がどんどん流れてきていて，大体 8割

の模倣品が中国製と言われる中で，モグラたたきが続

いています。

ところで，東南アジアではインドネシアではよく反

模倣品のイベントやセレモニーが行われます。例え

ば，この写真（写真 1）は，インドネシアの法務人権大

臣が，日本メーカー製のエンジンの偽物をハンマーで

叩くセレモニーです。私もタイで，やっぱり模倣品セ

ミナーか何かのイベントで，模倣品をたたき割りまし

た。こういったイベントも続いています。

写真 1 偽物をハンマーで叩くセレモニー

東南アジア全体の模倣品問題を簡単にまとめます

と，まず，被害の実態が個々にはよくわかっていない。

これは調べるのにもコストがかかるということです。

とはいえ，多くが中国からの流入らしいことはわ

かっています。

しかし，中国からの流入なので，東南アジア当局の

当事者意識は薄く，全般にあまりやる気がありませ

ん。どうにかしてくれと言っても，「いやいや，模倣品

をつくっているのは中国人だ，中国が悪いのだから

そっちに言ってくれ」，とか「日本人はもう十分お金を

持っているじゃないか」などと言われて，彼らにやる

気になってもらうのが大変です。

更に，結局，製造元が中国となると，国境を越えて，

国をまたいで追求する際の費用対効果の問題がありま

す。対策にお金，リソースをどのように使うべきか，

権利者も頭を悩ませています。

次に，冒認商標です。中国でよく注目されますが，

東南アジアでも昔から現在までいろいろとございま

す。東南アジアのほうが冒認は多いと言われる方もい
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らっしゃいます。悪知恵のある方がいろんな商標を

買って登録し，転売目的で売るようなことが昔からあ

ります。

最後に，なかなか縁が切れない話として，賄賂，

ファシリテーションについてご説明します。

例えば，以前，インドネシア特許庁に写真（写真 2）

のポスターがありました。「職員にチップを渡さない

で」という趣旨が書かれています。こういったポス

ターが，私が行ったときには沢山あって，賄賂の撲滅

に対する強い意思を感じるとともに，賄賂禁止を促す

ポスターを多数設置しなければならないぐらい，賄賂

が横行していることを実感しました。

写真 2 賄賂禁止を促すポスター

【第Ⅲ章】 ここからは東南アジア各国における知

財制度と模倣品対策，特に模倣品対策の部分で

はどういう執行機関があるかという，制度的な

事項をご紹介させていただきます。

【タイ】

近年の動きでは，2013 年に国家知財権執行センター

（NICE）が設置されました。日本との PPH開始はご

存じのとおりです。また，今年の 8月に改正著作権法

が施行されました。ネット上での著作権違反に対処す

る改正で，大きな進展といえます。商標法は，マドプ

ロ加盟などを含んで，現在，改正法案が作成されてい

ます。

模倣品・海賊版ですが，模倣品が市中にあふれてい

ます。手口も巧妙化しています。模倣品先進国である

中国ほどの先端ではないのですけれども，商標ラベル

を本体と別に保管したり，いろいろな部品を分けて持

ち込み，現場で組み立てるなど，工夫が為されていま

す。

米国通商代表部（USTR：Office of the United

States Trade Representative）のスペシャル 301条で

は，優先監視国に据え置かれています。東南アジアの

中では，タイとインドネシアの 2カ国が優先監視国で

す。

特許出願については，顕著な増減傾向は無く，目

立ったトレンドはございません。

タイの特許庁には，模倣品との関係では，Office of

Prevention and Suppression IP infringement という

部署がありまして，関係機関間のコーディネーション

をすることになっています。普通の文官がいるだけで

すので逮捕権や捜査権はないのですが，鑑定をしてく

れとか，警察等から侵害かどうかとか，いろんな照会

を受けて調整的なことをやるし，相談にいつでも来て

くれというふうに彼ら自身は言ってくれております。

タイの執行機関としては，警察，税関，特別捜査局

（DSI）があります。DSIは法務省下の組織で，格好よ

く言うとアメリカの FBIのようなものです。彼らは

捜査も逮捕もできます。なお，日本の検察は特捜部が

有名なように，自分たちで捜査や逮捕をできますが，

タイの検察は捜査権も逮捕権もありません。純粋な起

訴しかできないのです。

次に，税関の組織のご紹介です。タイの税関には知

的財産調整センター（IPR Coordination Center）があ

ります。水際措置の手続は，通報を受けた代理人が赴

き，本物か偽物かを見極めます。代理人が立ち会っ

て，写真を撮り，権利者に照会することもあります。

そして，模倣品と確認した場合には，侵害品の差し止

めや罰金の請求などを行い，応じない場合には検察に

相談したりします。

国内市場の取り締まり機関について，ひとつ目が経

済警察（ECD）です。ECD と呼ばれる経済犯罪を取

り締まる組織ですが，国内における損害金 50 万バー

ツ以下の事件を扱い，あまり大きい事件は扱いませ

ん。また，英語を話せる人は少ないです。なかなか知

財の話を理解してもらうのは難しいのですが，実際の

夜店の摘発などをやってくれます。

そのいわば対極にあるのが前述した DSIです。こ

の中に知的財産犯罪部という部があります。DSIは，
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政治家の不正追及などもしますが，大規模な模倣品の

取り締まりには軍を出動させて，ヘリで現場に向かっ

て侵害品を押収したこともあるようです。実際に日系

企業の中にもDSIを通じた摘発の実績があります。

裁判所ですが，タイには知的財産・国際取引中央裁

判所（CIPITC）がございます。これは 97年に設立さ

れたアジアで最初の知財等を専門に扱う裁判所です。

検察庁の中にも知的財産・国際取引部という部門があ

ります。CIPITCは，日本の知財高裁とは違って第 1

審レベルです。ただ，その次はもう最高裁に行くよう

で，いわば 2審制です。

次に，裁判の流れです。途上国全般に共通すること

ですが，模倣品事件を民事で闘うケースは少数です。

事件の多くは刑事です。

また，事例は少ないですが，タイでは権利者が起訴

できます。日本だと起訴できるのは検察ですよね。タ

イは検察も起訴を当然するのですが，権利者が起訴で

きます。さらに，検事と権利者が共同して起訴する制

度もあります。

CIPITCが扱った侵害事件の件数ですが，刑事が圧

倒的に多く，また，商標や著作権の事件が大多数を占

めます。反対に言えば，特許の事件は少なく，また，

民事も相当少ないと言えます。

なお，これらの事件の中には外国企業同士が争う

ケースもあります。模倣品や不正商品の訴訟の場合に

は，もちろん現地の，タイだったらタイの模倣品販売

店など，悪いことをしている人たちを訴える場合がほ

とんどですが，そのほかに，例えば日本の企業と欧米

の企業が特許で争う，日系企業同士が特許権の侵害訴

訟で争うこともございます。現地に生産拠点がある場

合に，工場で実施している製法の特許をめぐって日系

企業同士が争ったケースもございます。

タイの留意点ですけれども，権利取得では，特許の

権利化の遅延が知られています。これは昨年から

PPHが始まりましたので，使っていただくとよいで

しょう。あと，商標の識別力。これはアルファベット

3 文字が厳しいというのを何度もよくお聞きしまし

た。現地の代理人はどうかというと，東南アジア諸国

の中では，層は比較的厚いと思います。

取り締まりに当たっては，どの機関にアプローチす

るかです。税関や警察のほかにDSIもありますし，知

財局の中にも先ほどご紹介した Suppression Officeが

置かれていますので，行ってみてもよいと思います。

他方，検察は彼ら自身に捜査権や逮捕権はないため，

最初から行っても得るものは少ないかもしれません。

なお，執行機関との連携では，真贋判定の方法を具

体的に説明しなければなりません。説明する内容は，

先方の職員を通じて漏れることにもある程度覚悟が必

要です。

あと，タイでは，知財官民対話といって，半年ごと

に JETROバンコク事務所などが中心となりタイ政府

側と対話をしています。タイの税関やECD，DSI，あ

と検察，特許庁などが集まり，話を聞いてくれる場で

すので，タイでの事案があれば，事態の打開を目指し

て，この官民対話にその事案を載せるのもひとつの選

択肢と思います。

【ベトナム】

最近の動きですと，知財法が施行されて，著作権の

権利が延長され，不正商標ラベルが刑罰化されまし

た。これはラベルだけを持っていても罰則とするもの

で，2010 年に制度化されたものです。そのほか，エン

フォースメント関係の政令・通達の公布が進行中とい

うことで，通達がたくさん出ております。

模倣品・海賊版ですが，ベトナムは中国と国境を接

していますので，どんどん入ってきます。ただ，内製，

ベトナム人自身が作る模倣品もそれなりにあると言わ

れております。

米国のスペシャル 301条では監視国になっておりま

す。東南アジアですと，先ほど優先監視国はタイ，イ

ンドネシアと申しましたが，この監視国という 3番目

のランクのものはベトナムだけです。ですので，東南

アジアの中ではこれらの 3 カ国がスペシャル 301 に

載っていることになります。

特許出願の統計では，ベトナムは明らかな増加傾向

にあると言えます。特に日本のシェア，日本からの出

願が増えているようです。

その特許出願を審査するベトナムの特許庁ですが，

ベトナム国家知的財産庁（NOIP）と呼ばれています。

300 人ぐらいの職員の組織ですが，これは科学技術省

の下です。普通，いわゆる特許庁は，日本の経済産業

省のような貿易省や商務省の下，あるいは法務省の下

が多く，科学技術関係の省庁下に置かれているのは，

東南アジアの中ではNOIP だけですし，世界的にも少

数派です。エンフォースの関係では，特に独立した部

署はないのですが，コーディネーションを行うことに

なっていまして，日本の特許庁からも職員を派遣し，
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JICAの専門家として NOIP の中にオフィスを持って

います。そこでエンフォースも含めた知的財産の環境

整備のための技術協力を現在も行っております。

執行に関する機関としては，警察，市場管理局，税

関のほか，科学技術省，情報通信省，文化省，農業省

の各省に監査局が設けられ，各省が所掌する法令に基

づく捜査権を持っているため，色々な関係機関があり

ます。このほかにも各地の人民委員会なども関わって

きます。

社会主義国の 1つの傾向かもしれませんが，とにか

く何でもルールを決めて，それが発せられます。多く

は政令や，大臣通達などの形で発せられます。そし

て，侵害品に対する罰金額や侵害事例の細則を出しま

す。それが比較的頻繁に変わります。改定が多いこと

もあり，こういった通達や政令をフォローするのが大

変なくらい数が多いのが特徴でもあります。

税関ですが，税関登録制度があります。ですので，

侵害被疑品などで，こういうのが来たら事前にとめて

くれという仕組みはあります。もちろん登録するだけ

ではだめで，真贋判定セミナーなどを通じて，税関職

員に対して説明をしなければ，実効性は確保できませ

ん。また，彼らのほうから，模倣被疑品を見つけたの

で権利者に照会したいとの問い合わせが JETROハノ

イ事務所に届くこともあります。ただし，税関との関

係では，ひとつ懸案があります。侵害被疑品が見つ

かっても，その箱を無条件には開けさせてくれないの

です。保証金を積まないと箱をあけてくれないし，写

真も撮れない，写真も送ってくれません。では，どう

やって確認できるのだというと，それは保証金を積ん

でくれという話になります。ただ，よくわからないお

金ですから，権利者側としては積みたくない。そこ

で，昨年，JETROハノイ事務所と現地税関との間で，

覚書を結び，JETROを介して写真情報の授受などを

実現する仕組みが始まりました。この仕組みもお役に

立つことを期待しています。

国内に入ってくると，今度は経済警察（EPD）で，

模倣品や海賊版などを取り締まります。警察も，中央

レベルから地方の県レベル，市町村レベルにそれぞれ

あるのですが，各レベルの警察が EPD や人民委員会

の監督下に置かれます。このようにプレイヤーの数が

増えてくるのがベトナムの悩みの一つと言われていま

す。

次に，市場管理局です。これは商工省の中の 1つの

局で，市場取引に関する取り締まりを行っています。

市場が対象となります。EPD と市場管理局の違いに

ついて簡単にご説明します。EPD はもっぱら商標や

地理的表示の違反を扱うだけですけれども，製造を含

む多くの侵害形態に対する捜査権を持ち，踏み込んで

調べることができます。片や，市場管理局は，市場と

関係ないところはできず，市場から離れた製造現場に

踏み込むよことはできないのですけども，例えば市場

の中で，売られている商品を見て，「あっ，にせもの

だ」というときには，ぱっとそれを捕まえることがで

きます。市場内で売られている商標法違反や著作権法

違反などの不正商品を取り締まることができるのが，

市場管理局になります。

そのほか，先ほどご紹介した科学技術省をはじめ，

各省に監査部という部署がありまして，それぞれ所掌

する法律で規定された侵害行為に関する取り締まる権

限を持っています。

次に，裁判所です。ベトナムの裁判所は 2 審制で

す。知財の場合は，第 1審を中央裁判所で行います。

上訴は最高裁で扱われます。ただ，裁判実績は少ない

ようです。社会主義国ですし，行政機関が強く，執行

当局も充実しているので，行政処分への期待が大きい

傾向にあります。

ベトナムの留意点ですが，権利取得に関して，審査

が遅いという問題につきましては，来年 4月から日本

の特許庁と PPHを始める予定ですので，それを利用

されることで特許は，早期の権利化が期待されます。

模倣品の取り締まりに関する事前の対策について，

市場管理局との個別協力として，企業の中には，市場

管理局とMOUなどの覚書を結ぶケースもあります。

それにより，例えばその会社の営業の人が市場に行っ

ていて，ぱっとにせものを見つけたときに通報すれ

ば，速やかにそれを摘発・除去してくれるとか，そう

いう約束ごとをして一定の成果を挙げた企業さんもい

らっしゃいます。あとは，先ほどご紹介した税関と

JETRO の照会のスキームといったものもございま

す。

法的手段の検討ですが，ベトナムは行政処分が主流

です。執行機関が沢山ある。たくさんあって困るとい

うのもあるのですが，後ほど紹介するインドネシアな

どと比べると，ある意味，ぜいたくな悩みとも言えま

す。

執行機関との連携に際して，ベトナムの場合，ファ
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シリテーション，いわゆる賄賂も関わりますが，これ

は公務員にとって事実上給料の一部ですので，なかな

か難しい問題です。東南アジアの中で賄賂問題が比較

的深刻だと言われているのは，ベトナムやインドネシ

ア，カンボジアなどです。

【インドネシア】

近年の動きですと，2012 年に税関への申請手続がで

き，現在，細則を整備中です。関税法には，法律上，

権利者が申請して，止めてくれと言ったら，止めるな

り調べるなりできると書いてあるのですが，それを実

際に動かすためには規則がないと，ずっと言われてき

て，ようやくその規則ができました。それで，規則が

できたから，申請できるようになったのかというと，

現在は，さらにその細則を策定中ということです。な

かなかのんびりしています。

模倣品・海賊版ですが，知財総局に捜査局が設置さ

れたのが 2011 年です。それまでも，インドネシアの

特許庁に当たる知財総局の中には文民捜査官はいたの

です。その捜査官を集めて，これまでいろいろな部署

の下にぶら下がっていたのを集めて 1つの局にしたこ

とで，体制の強化を図ったのが 2011 年です。また，

2015 年 7 月には，刑事捜査の執行に関する通達が出さ

れまして，執行の手続きをある程度，明確化しました。

出願は，日本の出願のシェアが少し上がってきてい

ることが見てとれます。

出願を審査するインドネシア特許庁に当たる知的財

産総局は，職員が 600 人ぐらいで，東南アジアの中で

は大きい。知的財産庁としては一番大きいかもしれま

せん。特徴は先ほど申し上げた捜査局の存在で，数十

名程度ですけれども，模倣品などの取り締まりを担当

しています。ちなみに，捜査局の入り口には日本メー

カー製のオートバイの本物とにせものが展示されてい

ます。

インドネシアの執行機関は，警察と税関，基本的に

この 2 つです。2 つしかないうえに，国内の警察は結

構腐敗していると言われていまして，いきおいインド

ネシアの知財総局の捜査官が期待，望みとなります。

そして，インドネシアの知財総局の捜査官の仕事の多

くが日系企業相手だとも言われています。また，税関

は，先ほど申し上げましたように，差し止めのための

申請手続がないということで，お手上げに近い状況で

す。先ほどベトナムはある意味ぜいたくな悩みと言い

ましたのは，インドネシアには執行機関が 2つしかな

くて，どっちもそれぞれだめですと。だから，やりよ

うがないというのが基本的な見方です。

次に，裁判所です。裁判所一般で，一番よく問題に

なるのは，汚職というか，要するに，お金をくれ，く

れたら勝たせるよということです。これをあけすけに

求めてくるようです。ただ，それにお金を渡しに行っ

たら，警察が張り込んでいて，日系企業の現地法人幹

部が捕まって，収監されたこともありました。お金を

渡さないと勝てないなら裁判で勝てないじゃないか，

どうするのかというという話があります。例えば，最

高裁まで行けば，さすがに世間の目もあるので，権利

者の中には，そういう大事な裁判のときは，マスコミ

に事件を載せたり，現地の各国在外公館，例えばアメ

リカの大使館に，今，うちはこういう裁判で不当に負

けていて最高裁まで行っているから，これにぜひ注目

してくれと書簡を送るなどして，世間の関心を高め，

プレッシャーをかけるなど，工夫されたケースもある

ようです。

インドネシアの留意点についてご紹介します。権利

取得については，誤訳の懸念があります。実際に裁判

まで争って権利が使えなかったケースがあります。

現地代理人については，複数の事務所を同時に使っ

て摘発したケースもあるようです。事務所間で競争さ

せたということです。インドネシアの事務所の質には

開きがあるとも聞きますので，いろいろなオプション

を考える必要があります。

取り締まりに関する検討では，真贋判定について，

先方当局者に何をどこまで伝えるのかが重要です。伝

えた情報の一部は多くの場合，裏に流れてしまいます

から，多分，企業の方もほんとうに大事なポイントは

伝えないのですけども，どこまで伝えて先方にやって

もらうかを判断する必要があります。あと，ファシリ

テーション，賄賂も前に述べたとおり難しい問題と思

います。

【フィリピン】

近年の動きですと，2012 年にマドプロに加盟しまし

た。東南アジアでは，シンガポールとベトナムに次い

で 3カ国目です。また，同年 7 月には著作権法を改正

しました。フィリピン知財庁が著作権の侵害行為につ

いて捜査権を持つなど，エンフォース関係の強化がな

されています。

模倣品・海賊版については，様々な活動が評価され，

2012 年にはアメリカの「ノートリアスマーケット」リ
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ストからフィリピンの市場が削除され，2014 年にはス

ペシャル 301条の「監視国」からも除外されました。

出願傾向は，商標は増加傾向にあると言えます。

出願の国籍別ですが，フィリピンは珍しく日本が少

なく，欧州や欧米が多くなっています。

特許出願などを審査するフィリピン知財庁ですが，

模倣品については行政処分もできる機関です。

刑事摘発については，警察のほかに，国家捜査局

（NBI）や，光メディア委員会という行政組織が担いま

す。行政摘発については，知的財産庁や貿易省という

貿易関係の役所が当たっています。

警察の中には経済犯罪を専ら取り締まる部署があり

ます。全部で 30 人ぐらいと，あまり大きくはないの

ですが，警察の中にもこういう部署があります。ま

た，国家捜査局（NBI），これは法務省の下です。先ほ

どのタイのDSIにちょっと似ていまして，これも格好

よく言えば FBIのような組織です。

次に，光メディア委員会です。これは光メディア法

という法律があって，そこでディスク関係の登録など

を全部所管していまして，海賊版対策もやっていま

す。

続いて裁判です。1 つの特徴を挙げますと，フィリ

ピンは 3審制で，地裁，高裁，最高裁と進むのですが，

2011 年に知的財産訴訟に関する新たな手続，規則がで

きまして，特別商事裁判所という，知財を含むビジネ

ス関係の事件を迅速に処理するためのバーチャルな裁

判所を設置することになっており，速やかな進行が期

待されます。

各措置の流れですが，刑事の場合，令状をとって進

めます。民事の場合は特別裁判所などを通じて速やか

な裁判を求めることができます。行政措置，被害総額

が 20 万ペソ以上の場合は知財庁に申し立てて，20 万

ペソ以下の場合は貿易省や法務局に申し立てることに

なります。

【シンガポール】

シンガポールは，国内に流通する模倣品・海賊版の

問題は比較的少ないです。他方で，問題となるのが，

自由貿易港，FTZにおける不正商品の積みかえです。

税関登録制度が無いことも相まって，困った問題で

す。

摘発執行機関は警察と税関の 2つで，商標権と著作

権を扱っています。すなわち，特許と意匠は民事で

やってくださいという国です。国内での取り締まり実

績も，2000 年初頭から 10 年までの間に，減ってきて

おります。

次に，税関ですけども，税関登録制度がないのが問

題です。何しろ世界屈指の取扱高を誇る港ですから。

ただ，シンガポールというのは都市国家で，物流で生

きている国ですので，模倣品を問題視していないわけ

ではなくて，港湾のオペレーションを妨げるような仕

組みを入れることが，彼らにとっては死活問題であ

り，税関登録制度も取り入れないようです。そして，

彼らの言い分は，登録制度は入れないけど，具体的に

このコンテナを止めて，調べてと言われたら，それは

調べる，それでいいじゃないか，ということになりま

す。

【マレーシア】

マレーシアは，シンガポールに次いで経済的にも発

展しております。経済的に伸びてくると，自ずと模倣

品や海賊版の国内流通は減ってきますし，また，発展

に伴い知財制度も整備されてきました。近年の動きで

も，2011 年には電子出願制度や早期審査制度も導入さ

れています。タイやフィリピンでも電子出願制度が導

入されていますが，よく普及しているはシンガポール

とマレーシアぐらいです。2013 年には意匠法を改正

し，権利期間が最長 25 年になり，世界公知基準になっ

ております。

模倣品・海賊版は多岐に及ぶものの，国内の状況は

周辺国に比べるとましといえます。経済的にも発展し

てきているので，その分，相対的によいといえます。

他方で，不正商品のゲートウエーになっている懸念が

あります。というのも，中国税関が差し止めた不正商

品の仕向け地としては，高い順位にあります。

なお，税関登録はないのですけども，国内の役所が

それに近い制度を国内市場向けに行っていまして，

BOB（BRAND OF BASKET）と呼ばれています。

マレーシア税関の差止対象は，商標権と著作権侵害

です。なお，税関には，取り締まりのための登録制度

はありません。この点はシンガポールと同じです。ま

た，国内における取り締まりは，警察のほかに，映画，

CD，DVDなどについては，同じく内務省の下の映画

製作物検閲管理執行部が置かれています。また，国内

取引・共同組合・消費者省（MDTCC）が，前述した

BOBという模倣品対策として商標権を登録する制度

を導入しています。そこに登録しておけば，もちろん

登録に伴う技術的な説明は必要ですけども，取り締ま
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りの可能性も高まります。

【ミャンマー】

目下，特許法も商標法もありません。当局の担当者

は，一生懸命，法律をつくろうとはしているのですが，

成立時期は予断できません。そういった状況ですが，

さすがに特許権の取得は無理だとしても，「商標権」ぐ

らいは取っておきたいと思う企業，現地の方は数多く

いらっしゃいます。そして，そういう方は登記法に基

づく登記を行っています。登記法では，本来的には不

動産などを登記するのですが，登記所へ資料を持って

いき，この商標を登記してくださいと申請したら，そ

れを記録，登記して，判子が押されたものが後日返っ

てくる。次に，公報は出ませんので，自分で新聞に広

告を打ちます。あとは，実際に使っていれば，より正

当な権利者であることが主張できると言われます。こ

の商標の登記が盛んに行われていまして，ミャンマー

の新聞は，毎日，登記した商標の広告が載っています。

【第Ⅳ章】 最後に，ASEAN についてご紹介しま

す。

ASEAN は 1967年に発足しました。最初は 5 カ国

（インドネシア，マレーシア，フィリピン，シンガポー

ル，タイ）だったのですが，84 年にブルネイ，95 年に

ベトナム，97年にラオス，ミャンマー，99年にカンボ

ジアが参加して，今の 10 カ国体制になりました。そ

して，2015 年末には ASEAN共同体が発足する予定

となっています。

ASEAN共同体は，政治・安全，経済，社会・文化の

3つの共同体の集合体です。これらの中で注目度が高

いのは経済共同体で，ASEAN経済共同体は英語表記

の頭文字からAECとも呼ばれています。その中には

様々な分野があるのですが，知的財産権もその中の 1

つに位置づけられており，種々の取り組みを行うこと

になっています。

ただし，ASEAN共同体ができたらどういう世界に

なるのかというと，EC，欧州連合あるいは欧州政府の

ような仕組みはできません。

たとえば，共通通貨です。AECにおいては，ユーロ

のような共通通貨はできません。欧州共同体は，お金

を刷る権利のほかにも，裁判にかける権利とか逮捕す

る権利などの国家の主権をみんなが持ち寄って，欧州

政府，欧州議会をつくり，各国がそこに主権の一部を

移譲したのです。だからこそ，通貨，お金を刷る権利

などのお金の共通化ができ，特許の世界ですと，欧州

単一特許ができたり，欧州特許裁判所ができたりす

る。すなわち，いろいろ難しい問題はありますけど，

お互いの信頼関係のもとに，裁判を受ける権利などの

主権を持ち寄って，いろんなものができ，欧州議会や

欧州政府も存続することになります。

他方，ASEAN共同体にはそういったものはありま

せん。主権を持ち寄るのではなく，各国それぞれの主

権は保ったまま，ルールなどを各国で合わせていこう

という話です。そのため，共同体として到達するゴー

ルのレベルがまず違うといえます。知的財産権につい

ての議論もなされていますが，ASEAN統一特許がで

きるといった話ではなくて，皆がそれぞれマドプロに

入ろうとか，PCTに入ろうとか，各国の商標出願に関

する審査期間は，問題がない場合には出願から 6カ月

で登録できるようにしようとか，そういった目標を各

国で共有する話です。もちろん，それだけでも大変な

ことですし，多分，全部の目標は到底達成できません。

そのため，年末になったらすごいものがASEANにで

きるのではないかというと，そうではなくて，今の延

長線上で色々な努力をしている ASEAN の国々が存

在する，ということになります。

次に，ASEANにおける知財についての取り組みを

遡ります。95 年に ASEAN 知的財産協力枠組協定が

でき，その後，5 カ年計画などの行動計画を重ねて現

在に至っています。

それらの中身を少し見ますと，1995 年，協定の目玉

として，ASEAN特許庁構想が入りました。みんなで

一緒になって何かやるぞといって，たとえばブルネイ

は 40 万人しかいないし，特許庁もみんなで 1個あれ

ばいいよねといって始めたのです。

そして，98 年に策定されたハノイ行動計画において

も，ASEAN特許制度を 2000 年までにつくるという

目標時期まで盛り込まれました。しかし，2000 年まで

に同制度は成立せず，次に策定された行動計画 2004

− 2010 年ではその件はなくなりました。他方で，同

計画にはASEAN意匠制度の検討が盛り込まれ，2007

年に策定されたAECブループリントにも，意匠に関

する統一出願制度の構築が盛り込まれたのです。しか

し，その後に策定された知財行動計画 2011− 2015 に

はその意匠の話もなくなり，結果として，統一制度に

関する具体的な記述は全て無くなってしまいました。

ASEANらしいのですけども，いろんなものを出して
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は，何となく無理だねといって，できないものは取り

下げて，やれるものをやっていこうという柔軟性があ

ります。

現在の 5 カ年計画では，先ほどご紹介したように，

6カ月以内に商標をやろうかとか，ASPEC（特許審査

協力）を進めるとか，マドプロ，ハーグなどの国際条

約に入ろうと，各国で協力していろいろやっていきま

しょうということが書いてあって，彼らは目いっぱ

い，いろんなことをやるぞというのです。個別の申請

ごとに担当国も決めるのですけども，なかなか計画通

りには進んでいません。

28 のイニシアチブの下には 100 を超える具体的な

計画があるのですが，なかなか実現していません。28

のイニシアチブのうち 10 の取り組みが実現できてい

ないとも言われており，特に条約加盟に関しては，未

加盟の国がたくさんあるので簡単ではありません。

ところで，ASEANには知財協力作業部会という知

財に関する部会が置かれています。今年 8月からはブ

ルネイ知財庁の長官が議長になり，今後，ASEAN知

財計画 2016− 2025 という 10 カ年計画の策定，実施

準備を進めています。ASEAN各国の知財を考えたと

きには，AECという共同体というのがありますけど

も，それでいきなり地域特許商標制度ができるとか，

みんなが目標どおり年末になると急にマドプロに入っ

ているとか，そういうことはあり得ません。そのた

め，東南アジアにおける知財の環境を考える際には，

今ある制度の延長線上で捉えて，模倣品対策の取り組

みなどを進めていただければと思います。

【第Ⅴ章】 質疑応答

ご質問の 1つ目，市場規模の小さい国で調査の費用

をかけても仕方がないときに，低予算でも実施できる

模倣品対策はあるでしょうかということですが，例え

ば新聞広告です。小さい国でラオスなどありますが，

新聞広告で一定の効果は出るかもしれません。新聞広

告で効果があったというお話もお聞きします。一方

で，小さい国なりにレイドをしているところもありま

す。結局はケース・バイ・ケースと思います。

次のご質問は先使用権ですね。先使用権の要件につ

いて，日本と異なる国があるかということです。先ほ

ど，権利によらない保護のスライドでお見せしたとお

り，先使用権あるいはこれに類する制度がある国は相

応にあります。ただ，留意点や相違点まではフォロー

し切れておりません。何しろ実例がないのです。これ

も途上国全般に言えることですが，細則や規則をつ

くっていませんので，調べても何も出てこない。だか

ら，やってみるしかないということになります。です

ので，タイでの先使用権の権利が認められた事例があ

りますかというご質問も，私自身は承知しておりませ

ん。

日本の警察では，あまり告訴状を受理してくれない

が，タイでの警察の告訴はこれと異なるかということ

ですが，模倣業者に対しては，民事的な解決が見込ま

れないこともあり，告訴状を受理しないことは少ない

のではと思います。実際に何か取り締まってくれと

言って，それがほんとうに黒であれば，やってくれる

印象を持っています。

あと，CIPITC への告訴は有効かというご質問です。

これは権利者の方が直接訴えるということだと思うの

ですが，事例としては，やはりまだ検察が訴えるほう

がメジャーではあります。CIPITCでの告訴はある種

の直訴といいますか，裁判所に直接，権利者が告訴で

きるという仕組みです。そういう意味では，もし経済

警察とかDSIが扱ってくれない場合でも，直接訴える

というのは，それを補う制度にはなろうかと思いま

す。その場合には，さすがに検察庁の中の知財国際取

引部とも事前の調整をする必要があると思います。

ただ，申し上げましたように，検察には捜査権があ

りません。そのため，権利者みずからいろいろ動い

て，それこそ証拠を固めるなど，より積極的に動く必

要があると思います。

なお，本資料の内容は正確を期しているものの，必

ずしもその正確性を保証するものではございません。

ご了承ください。

―― 了 ――

(原稿受領 2016. 6. 14)
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